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船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 漁船 第三十八天王丸 

   漁船登録番号 ＥＨ１－４５２ 

   総 ト ン 数 １９９トン 

 

   事 故 種 類 転覆 

   発 生 日 時 平成２１年１１月２１日 ０６時１９分ごろ 

   発 生 場 所 島根県浜田市浜田港西北西方沖 

島根県益田市所在の高島灯台から真方位３２５°９.９海里

付近 

           （概位 北緯３４°５８.３′ 東経１３１°４３.３′） 

 

 

平成２３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船第三十八天王
てんおう

丸は、船長ほか７人が乗り組み、浜田港西北西方沖の漁場におい

てまき網漁業を操業中、網船第八十一天王
てんおう

丸と平行に接近して漁獲物の積込みを行っ

ていたところ、右舷側に傾斜し、積込みを中止したが、平成２１年１１月２１日０６

時１９分ごろ、左舷側に傾斜して転覆した。 

 第三十八天王丸は、その後、沈没したが、負傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２１年１１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査 
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官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

 平成２１年１２月２日、３日、平成２２年２月２７日 現場調査 

 平成２１年１１月２４日、１２月１～３日、平成２２年２月２６日、２７日、 

３月１０日、１６日、１７日、６月２８日、２９日、７月２日、８月２日、３日、

１１日、９月２日、２７日、２９日、１０月２２日、１１月１１日、１７日、１８

日、２６日、平成２３年３月２８日 口述聴取 

 平成２１年１１月２５日、３０日、１２月１日、３日、７日、平成２２年１０月

２７日、平成２３年６月３日、１５日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 第三十八天王丸（以下「本船」という。）の船長、一等航海士、機関長及び甲板員

並びに第八十一天王丸（以下「Ａ船」という。）に乗船していた漁労長の口述によれ

ば、次のとおりであった。 

本船（灯船探索兼用運搬船 総トン数１９９トン）は、Ａ船（網船 総トン数  

１９９トン）、総トン数３３９トンの運搬船（以下「Ｂ船」という。）及び総トン数

３２０トンの運搬船（以下「Ｃ船」という。）と共にまき網船団を構成して操業を 

行っていた。 

この船団は、平成２１年１月７日に操業を始め、同年４月下旬まで九州～山陰沖の

漁場（以下「山陰沖」という。）においてアジ及びサバを獲り、ドックで整備を行っ

た後、５月初旬～８月下旬まで八丈島～三陸沖の漁場（以下「三陸沖」という。）に

おいてカツオ及びマグロを獲り、その後、ドックで整備を行い、１０月９日から再び

山陰沖でアジ及びサバを獲っていた。 

本船は、１１月２０日１２時４５分ごろ、船長ほか７人が乗り組み、第１魚倉は空

とし、第２魚倉に冷海水を、第３魚倉及び第４魚倉に氷をそれぞれ満載の上、浜田港

を出港し、同港西北西方沖の漁場に至り、１７時００分ごろから魚群探索を行った後、

２０時００分ごろ集魚を始めた。 
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本船は、２３時１５分ごろ、船尾につないでいた作業補助船（以下「３号」とい

う。）を離し、まき網の中から外に出て漁獲物を第３魚倉に積み込むため、同魚倉か

ら氷をアイスボンバー室（以下「ボンバー室」という。）に約３ｔ、第１魚倉と第２

魚倉の間の作業甲板上に約２０ｔ及び第４魚倉の作業甲板上に約２ｔをそれぞれシフ

ト∗1するとともに、第２魚倉の冷海水約１５ｔを第３魚倉にシフトした。 

翌２１日００時４５分ごろ、本船が漁網の浮子
あ ば

側（以下「浮子網」という。）を、

Ａ船がその沈子
ち ん し

側をそれぞれ右舷ブルワーク上端につなぎ止め、両船が互いに右舷を

対して船首尾に各１本の係船索を取って平行に約１０ｍまで接近し、漁獲物が入って

いる魚捕り部を両船が挟んだ。 

この状態を維持するため、Ａ船に搭載していた作業補助船（以下「１号」とい

う。）は本船の左舷側から、３号はＡ船の左舷側から引き索を使用して本船及びＡ船

の位置を調整（以下「裏こぎ」という。）していた。 

本船及びＡ船は、主機関及び補機関の運転を維持し、推進器のクラッチを断にして

推進機軸にブレーキをかけていた。 

本船は、デリックブームを右方向に振り出し、仰角約４５°としてブームの先端が

第３魚倉右横のブルワークから約２ｍ船外になるように固定した上、漁獲物約３ｔを

巻き上げたところ、大きく右舷側に傾いた。このとき甲板上の氷は右舷側に移動しな

かった。 

本船は、漁獲物の量を約１ｔに減らして巻き上げると船体傾斜は１０°前後となっ

たので、積込みを再開して２回積んだのち、０１時１５分ごろ３回目を巻き上げたと

ころ、‘右舷ブルワーク上端が海面に接するほどに傾き’（以下「大傾斜」という。）、

巻き上げた漁獲物を巻き降ろしたが復原しなくなった。 

Ａ船に乗船していた漁労長は、転覆の危険を感じて積込みを中止し、本船を漁網及

びＡ船から離すように指示した。本船の係船索及び船首側の浮子網は離れたが、船尾

側に止めていた浮子網は離すことができずに残った。その後、徐々に傾きが増し、作

業甲板上の氷が一気に海中に落ち、甲板上に流入した海水が時折第３魚倉に入った。 

１号は依然として本船の裏こぎを続けていた。 

機関長は、倉内ビルジ排水ポンプ３台で第３魚倉から排水を始めたが、約２０分 

たった頃、突然、補機関が停止し、甲板照明が消え、ポンプが停止した。この間、右

舷側への傾きは少しずつ増していった。 

漁労長は、海上保安庁にこの状況を通報した。 

機関長は、補機関が停止して１０～１５分たった頃、船橋で非常停止ボタンを押し

て主機関を停止した。 

                         
∗1 

 「シフト」とは、積載している燃料油などを船内の違う場所に移動することをいう。 
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本船の乗組員は、０２時００分ごろ、船尾楼甲板右舷側が海面と接するほど傾いて

甲板に立っていられなくなり、はって左舷側を移動して船尾中央付近から３号に移乗

し、その後、全員がＡ船に移乗した。 

乗組員が退船して１０～２０分たった頃（０２時１０分～２０分）、本船は、船尾

側に止めていた浮子網が離れ、ゆっくりと傾きが小さくなって水平になり、漁労長が、

１号の引き索を切断するよう機関員に指示し、機関員が引き索を切断した後、２～３

秒して左舷側に傾き始め、５～１０秒たったとき、右舷側に傾いていたときとほぼ同

じ角度まで左舷側に傾き、その傾斜を保ったまま無人で漂流を続けた。 

本船は、その後、東方に流され、０６時１９分ごろ、左舷側に傾斜して転覆し、船

底を見せた状態で漂流を続けていたが、０７時２５分ごろほぼ平行に沈没した。 

Ａ船は、浮遊物の回収及び漏油の拡散処理ののち、１９時００分ごろ浜田港に入港

した。 

Ｂ船及びＣ船は、運搬業務に従事していて現場にはいなかった。 

大傾斜発生時の日時は、平成２１年１１月２１日０１時１５分ごろ、大傾斜発生場

所は、高島灯台から３０９°（真方位、以下同じ。）１４.４海里（Ｍ）（概位 北緯

３４°５９′ 東経１３１°３７′）付近、本事故発生日時（転覆日時）は、平成 

２１年１１月２１日０６時１９分ごろ、発生（転覆）場所は、高島灯台から３２５°

９.９Ｍ（概位 北緯３４°５８.３′ 東経１３１°４３.３′）付近、沈没日時は、

平成２１年１１月２１日０７時２５分ごろ、沈没場所は、高島灯台から３２７°  

９.４Ｍ（概位 北緯３４°５８.０′ 東経１３１°４３.９′）付近であった。 

（付図１ 事故発生場所、写真１ 船体（改造前） 参照） 

 

２.２ 人の死亡及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 本船は、転覆して沈没したため、転覆時における損傷に関する情報を得ることはで

きなかった。 

本船の船舶所有者である大祐漁業株式会社（以下「Ａ社」という。）の責任者の口

述によれば、本船は、沿岸の漁業協同組合の了解を得ていて引揚げの予定はない。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免許等 

    船長 男性 ３９歳 

四級海技士（航海）免状  
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免 許 年 月 日 平成１６年１月１９日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年３月１７日 

免状有効期間満了日 平成２６年１月１８日 

漁労長 男性 ５６歳 

四級海技士（航海）免状  

免 許 年 月 日 昭和５６年６月１１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月１５日 

免状有効期間満了日 平成２６年６月１５日 

(2) 主な乗船履歴等 

    船長及び漁労長の口述によれば、次のとおりであった。 

    船長 

① 主な乗船履歴 

平成１１年ごろ、Ａ社に入社し、網船、灯船及び運搬船に乗船していた。 

平成２０年１２月末から船長として本船に乗船していた。 

   ② 健康状態 

  良好であった。 

    漁労長 

   ① 主な乗船履歴 

平成２１年１月からＡ船に漁労長兼船長として乗船していた。 

   ② 健康状態 

操業中は、１日１６時間以上船橋で指揮を執っていたので、慢性的な睡眠

不足状態ではあったが、健康上の問題はなかった。 

 

２.５ 関係会社 

Ａ社の責任者、Ａ社のまき網担当者、大濱漁業株式会社（以下「Ｂ社」という。）

の担当者及び宇和島鉄工所（以下「本件鉄工所」という。）の担当者の口述によれば、

次のとおりであった。 

(1) Ａ社 

Ａ社は、自社船及び系列会社のＢ社からの用船により、海外まき網船団の１

か統、大型まき網船団の２か統、中型まき網船団の１か統の体制であり、各

船団を４～５隻で構成し、船員約１７０人を乗り組ませ、陸上社員約２５人

によって漁業等を営んでいた。 

Ａ社は、漁労及び船員の管理を主に本社で行い、営業的実務については各水

揚げ港の出張所で行わせ、船団各船の船体や機器の管理についてはＢ社に行

わせていた。 
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(2) Ｂ社 

漁船を保有するほか、愛媛県愛南町中浦にドックを保有し、主に船団船舶の 

工務関係の業務を行っていた。Ｂ社の一部門に本件鉄工所があり、船舶の整

備、修理を行うほか、１０トン程度の補助作業船を建造していた。陸上社員

は約４０人であり、そのうち約２０人が本件鉄工所で働いていた。 

船舶の修理等については、各船からＡ社及びＢ社に要求があり、主に本件鉄

工所が工事方法及び工程を組んで実施していた。 

休漁する船舶は、ドックで船体の手入れを行っていた。 

   本件鉄工所は、本船の建造中、Ａ社側の窓口として造船所との交渉を行い、

建造工事を監督していた。また、同時期に建造していたＡ船についてもＡ社側

の窓口となっていた。 

本件鉄工所は、本船が、操業時、乾舷標＊2が水面下にならないように平成 

２１年９月、本船の前部揚荷装置の撤去工事を行った。 

(3) 株式会社三保造船 

   株式会社三保造船（以下「本件造船会社」という。）は、主としてまき網漁

船を建造し、まぐろ延縄漁船、漁業実習船などの漁船のほか、内航タンカー、

タグボートなども建造しており、下請けも含めて約２５０人が業務に当たって

いた。 

   本件造船会社の組織は、管理、財務、営業及び生産の各部門からなり、生産

部門は船体、艤装及び機電の各課に分けられた設計部と新造船の建造及び修理

船の工事を行う工作部とで構成されていた。 

   本件造船会社は、本船の建造をＡ社から受注して平成２０年９月に完工させ

たが、大型まき網船団用の運搬船としては小型である１９９トン型を建造した

のは、初めてであった。 

なお、同じまき網船団の運搬船であるＢ船を平成１３年２月に建造していた。 

 

２.６ 船舶に関する情報 

 2.6.1 本船の主要目 

  漁船登録番号  ＥＨ１－４５２ 

  船 籍 港  愛媛県南宇和郡愛南町 

  船舶所有者  Ａ社 

  総 ト ン 数  １９９トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ４７.４７ｍ×７.８０ｍ×３.６５ｍ 

                         
＊2 

 「乾舷標」とは、船の中央に表示され、海水満載喫水線の位置を表示するものをいう。 
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  船 質  鋼 

  機関の種類  ディーゼル機関１個 

  出 力  １,８３９kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ４翼可変ピッチプロペラ１個 

  竣工年月日  平成２０年９月１９日 

  従 業 制 限  第１種 ただし、まき網漁業に限る。 

   

 2.6.2 本船建造の経緯 

 Ａ社の責任者、Ａ船の漁労長及び本船の船長の口述によれば、次のとおりであっ

た。 

 農林水産省は、漁業者の収益性を改善するため、いわゆるもうかる漁業創設の促

進（操業コスト削減、操業効率化）を目指し、大中型まき網漁業では、船団の縮小

（５隻から４隻）等の改革型漁船による実証事業を行うこととした。 

同事業は、１年単位であり、最大３年とされ、事業実施者は、公募により実証事

業に用いる漁船を選定して用船し、助成金の交付を受け、用船料を支払い、漁獲物

の販売代金を助成金の返済に充てることにしていた。 

 Ａ社は、同事業に参画するため、網船の大型化と船団内船舶の縮小を目指し、Ａ

船と本船を建造することにした。 

 本船は、竣工後、Ａ社の住所である愛媛県愛南町中浦で待機ののち、平成２０年

１１月に竣工したＡ船及び従来から保有していた運搬船２隻と共に実証事業船とし

て平成２１年１月７日から事業実施者である日本遠洋旋網漁業協同組合と契約して

まき網漁業に従事していた。 

 

2.6.3 船体の構造 

 本船の船長及び機関長の口述並びに一般配置図によれば、次のとおりであった。 

 上甲板下の船体は、傾斜型船首から船尾方にかけ、船首水槽、バウスラスター室

及び第１燃料タンク、ボンバー室、魚倉４個、機関室、第２燃料タンク、清水タン

クなどに区画されていた。 

 上甲板上には、船首楼及び船尾楼が設けられ、船首楼は甲板長倉庫とし、また、

船尾楼には船尾から船首方にかけて順に、舵機室、居住区画及び上部機関室が、そ

の上方の甲板室には士官居住区が、更にその上方には操舵室が、士官居住区の船尾

方には煙突及びコンパニオン＊3が設けられていた。 

 士官居住区の前方に揚荷装置が装備され、船首楼後端から船尾楼前端の間には高

                         
＊3 

 「コンパニオン」とは、船尾楼甲板と船内を結ぶ出入口をいう。 
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さ約１.５０ｍのブルワークがあり、上甲板の直上でブルワークの下部に長さ約２

ｍ、高さ約２０cm の放水口が両舷に３個ずつ設けられていた。 

 船首楼後端から船尾楼前端の間の上甲板上の全面は、作業がしやすいように作業

甲板が設置され、作業甲板は、上甲板上の高さが約８５cm であり、魚倉口の蓋と

同一高さとなっており、作業甲板からブルワーク上端までの高さは約６５cm で 

あった。 

 コンパス甲板には、レーダー用マストのほか、かつお及びまぐろ操業用の見張り

台が設置されていた。 

 甲板長倉庫、船尾楼、士官居住区及びコンパニオンは予備浮力区画になっていた。 

 キール上端のベースライン＊4（以下「ＢＬ」という。）に対し、キール下端部分

が固定の船尾トリム約１ｍを形成し、喫水マーク＊5は、ＢＬ下０.９２ｍを基線と

して表示されていた。 

 航海中は、３号の船首が本船船体に載る状態で船尾に積載していた。 

 各魚倉の底は、船横方向にほぼ等間隔の３区画に差し板によって仕切れるように

なっていた。差し板は、長さ約３.６ｍ、幅約３０cm 及び厚さ６５mm であり、前後

のバルクヘッド付きの溝に差し込まれ、ハッチコーミングの直下となる位置まで、

最大約１.９５ｍの高さにすることができた。 

（付図１０ 一般配置図（改造後） 参照） 

 

 2.6.4 本船の改造履歴 

 本件鉄工所の担当者及び本船の船長の口述によれば、平成２１年９月上旬に中浦

で予備錨を３６０kg から４８０kg に交換するとともに、前部にあったブームなど

の揚荷装置を撤去し、後部の揚荷装置のブームを約１ｍ延長した。 

 これにより、積載物重量の減少は約３,５９５kg、増加重量は約２２６kg であり、

差し引き約３,３６９kg が減少した。 

 

 2.6.5 機関、航海計器、及び漁労機器 

 本船の船長の口述によれば、本事故時、機器類に不具合はなかった。 

 

 2.6.6 積載状態 

(1) 建造時 

                         
＊4 

 「ベースライン」とは、船首尾垂線間の長さの中央におけるキールの上面を通る計画満載喫水線

に平行な線をいう。 
＊5 

 「喫水マーク」とは、喫水を表すため、キール下面より満載喫水線に至る間に２０cm 毎にアラビ

ア数字で船首部、船体中央部及び船尾部の外板両側面に表示したものをいう。 
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    建造時の復原性報告書によれば、本船の状態として「出港状態」、「漁場着

状態」、「漁場発状態」及び「帰港状態」が求められ、「漁場着状態」の氷等

の積載状態は、次表のとおりであった。 

積載箇所 積載物、積載量等 

ボンバー室 空 

第１魚倉 餌 ４４.７５ｔ（満載状態） 

第２魚倉 冷海水 ５０.１６ｔ（満載状態） 

第３魚倉 氷 ２５ｔ(満載状態の約６割)自由水影響なし 

第４魚倉 氷 ２５ｔ(満載状態の約６割)自由水影響なし 

作業甲板 なし 

第１燃料タンク １１.７８ｔ（満載状態） 

第２燃料タンク（P） ３.６６ｔ（満載状態） 

第２燃料タンク（S） ３.６９ｔ（満載状態） 

第２燃料タンク（C） ４.７７ｔ（満載状態） 

第３燃料タンク（P,S） ２６.９７ｔ（満載状態の約８割） 

飲料水タンク（P,S） ２０.８２ｔ（ほぼ満載状態） 

潤滑油槽（L.O.T） ３.７３ｔ（満載状態） 

潤滑油槽（L.O.S.T） ２.０１ｔ（満載状態） 

作動油槽 ３.７０ｔ（満載状態） 

小出油槽 ２.８７ｔ（満載状態） 

船首タンク     清水 １０.５７ｔ（満載状態） 

清水タンク（P,S） ４.３８ｔ（満載状態） 

上記の状態は、魚倉やタンクへの積載を想定し、作業甲板上への積載は想

定されていなかった。 

また、各魚倉は、自由水の影響がない満載状態等としていた。 

(2) 大傾斜発生時 

本船の船長、機関長及び一等航海士の口述によれば、大傾斜発生時の氷等

の積載状態は、次表のとおりであった。 

なお、第２、第３魚倉等は、ハーフタンク＊6の状態であり、魚倉には差し

板は使用されていなかった。 

 

                         
＊6 

 「ハーフタンク」とは、タンク、魚倉に液体を満杯にせず、液体表面が船体動揺に合わせて自由

に動く状態になっていることをいう。 
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積載箇所 積載物、積載量等 

ボンバー室 氷 約３ｔ（第３魚倉からシフト）（満載状態） 

第１魚倉 空 

第２魚倉 冷海水 約４０ｔ（満載状態の約８割） 

第３魚倉 氷と海水の混合 約１５ｔ（満載状態の約３割） 

第４魚倉 氷 約４０ｔ（満載状態） 

作業甲板 氷 約２０ｔ（第１と第２魚倉間） 

氷 約２ｔ（第４魚倉周辺） 

円錐形、高さ

約１.５ｍ 

第１燃料タンク 約１１.７８ｔ（満載状態） 

第２燃料タンク（P） 約３.６６ｔ（満載状態） 

第２燃料タンク（S） 約０.８６ｔ（満載状態の約２割） 

第２燃料タンク（C） 約４.７７ｔ（満載状態） 

第３燃料タンク（P,S） 約２２.００ｔ（満載状態の約７割） 

飲料水タンク（P,S） 約１４.００ｔ（満載状態の約６割） 

潤滑油槽（L.O.T） 約３.００ｔ（満載状態の約８割） 

潤滑油槽（L.O.S.T） 約２.００ｔ（満載状態） 

作動油槽 約３.００ｔ（満載状態の約８割） 

小出油槽 約２.８７ｔ（満載状態） 

船首タンク     清水 約１０.００ｔ（ほぼ満載状態） 

清水タンク（P,S） 約３.５０ｔ（満載状態の約８割） 

(3) 三陸沖操業時 

     本船の船長、一等航海士及び機関長の口述によれば、魚倉及び作業甲板上

への積載の状態は次のとおりであった。 

①  第１魚倉 

生餌のカタクチイワシを入れ、ハッチ蓋下約２０cm まで海水を入れて

いた。 

② 第２魚倉 

大傾斜発生時同様、０～－１℃の冷海水を積載しており、漁獲物の積込

み開始前、第３魚倉に必要量をシフトしていた。 

③ 第３魚倉  

大傾斜発生時同様、漁獲物を積み込む前に積載中の氷を作業甲板上や再

砕氷するためにボンバー室にシフトし、残った氷と第２魚倉からの冷海水

とによって氷水状態にしていた。船の動揺によって魚が傷まないよう、移

動防止のために差し板を使用していた。その上端の高さは倉底から約  
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１.５ｍであり、この高さを越えて魚を積むことはなかった。また、漁獲

物の魚倉への積載とともに甲板上の氷を同魚倉に入れていた。 

④ 第４魚倉 

大傾斜発生時と同様に、コーミング上端の下方約１.５ｍまで氷が積載

されていた。 

(4) まき網船団の操業時の他船 

  本船の一等航海士の口述によれば、Ｂ船及びＣ船も本船と同様に魚倉に

積載した氷の一部を作業甲板上にシフトし、アイスボンバー室で砕いて漁獲

物の魚倉への積載とともに同魚倉に入れていた。 

(5) 氷の積載の状態についての本件造船会社の認識 

本件造船会社の担当者の口述によれば、復原性報告書作成時、Ａ社と本船

の操業状態について打合せを行うことが余りなく、各魚倉に積載した氷の一

部を他の魚倉に移動させることは知っていたが、作業甲板上に積み上げて置

くことは知らなかった。 

   

 2.6.7 開口部の閉鎖状況 

 本船の船長、機関長及び一等航海士の口述によれば、本事故発生時、次表のとお

りであった。 

名称 開閉状況 

ボンバー室風雨密蓋（上甲板上） 閉鎖 

第１魚倉口蓋（上甲板上） 閉鎖 

第２魚倉口蓋（上甲板上） 開放 

第３魚倉口蓋（上甲板上） 開放  

第４魚倉口蓋（上甲板上）  閉鎖 

甲板長倉庫入口風雨密扉（上甲板上） 開放  

居住区入口風雨密扉（船尾楼甲板上） 開放  

コンパニオン入口風雨密扉（船尾楼甲板上） 開放  

舵機室風雨密扉（船尾楼甲板上）  閉鎖 

煙突ケーシング左舷扉（船尾楼甲板上） 開放  

通風装置 開放  
� 

 

2.6.8  乾舷の状態 

本船には、満載喫水線規則（昭和４３年８月１０日運輸省令第３３号）（以下

「満喫規則」という。）が適用され、乾舷の規定内容は次のとおりであった。 
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海水乾舷＊7は、次の算式で算定した値とする。 

Ｄ／１５＋０.２０（ｍ） （Ｄ：深さ＊8）  

復原性報告書によれば、各状態の乾舷＊9等は、次のとおりであった。 

 出港状態 漁場着状態 漁場発状態 帰港状態 

乾舷    (ｍ) ０.４９ ０.５０ ０.４６ ０.５１ 

乾舷（満喫規則）(ｍ) ０.４４ 

（注）乾舷（満喫規則）は、海水乾舷を表す。 

 

2.6.9 限界傾斜角の状況 

復原性報告書によれば、漁場着状態及び漁場発状態の限界傾斜角＊10は、次のと

おりであった。 

 漁場着状態 漁場発状態 

限界傾斜角  (°) ７.５ ６.７ 

 

2.6.10 水揚げ実績 

Ａ社の責任者の口述によれば、次のとおりであった。 

山陰沖での操業における水揚げは、本事故発生前に浜田港で初めて行った。 

 

 2.6.11 本船建造時の状況 

(1) 本件造船会社の担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

本船は、６魚倉ある一般の運搬船をベースとし、灯船探索兼用運搬船にす

るために様々な設計変更を行った。トン数を決めるのはＡ社であるが、Ａ社

の要求を満足させるには１９９トンでは少し小さかった。 

(2) 本件鉄工所の担当者の口述によれば、本船の魚倉の数及び容積、搭載する

燃料量及び清水量を決め、１９９トン型として本件造船会社が計算したとこ

ろ、喫水が満載喫水線を越えることになった。 

(3) Ａ社の責任者の口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ社は、本船設計時、総トン数（１９９トン）、魚倉容積及び速力の希望

を本件造船会社に伝えた。 

                         
＊7 

 「海水乾舷」とは、満喫規則により求めた船舶の海水中における最小乾舷を意味している。 
＊8 

 「深さ」とは、船の中央におけるキールの上面から乾舷甲板のビームの船側における上面までの

距離をいう。 
＊9 

 「乾舷」とは、乾舷甲板（最上層の全通水密甲板）の上面から満載喫水線までの垂直距離をいう。 
＊10

 「限界傾斜角」とは、船舶復原性規則（昭和３１年１２月２８日運輸省令第７６号）に定める船

舶の直立状態から舷端が水面に達するまでの横傾斜角又は１２°のうち小さい方の角度をいう。 
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Ａ社は、乗船させなければならない乗組員の数と灯船として使用する状況

を考慮し、総トン数を１９９トンとした。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

(1) 気象観測値 

  事故発生場所の約１８Ｍ東南東方に位置する浜田特別地域気象観測所の事故

発生当日の観測値は、次のとおりであった。 

０１時１０分 風向 西、風速 約６.８m/s 

０１時２０分 風向 西北西、風速 約７.１m/s 

０１時３０分 風向 西、風速 約６.７m/s 

０６時２０分 風向 北西、風速 約４.０m/s 

(2) 乗組員の観測 

① 本船の船長の口述によれば、大傾斜発生時、北西の風、風速約１０m/s、

波高約１.５ｍ、視界は良好であった。 

② 本船の一等航海士の口述によれば、大傾斜発生時、風速約１０m/s、波高

約１ｍであった。 

③ 本船の甲板員の口述によれば、大傾斜発生時、北西寄りの風、風速約 

１２m/s、波高約１.５ｍ、視界は良好であった。 

④ Ａ船の漁労長の口述によれば、大傾斜発生時は、天気雲り、西北西の風、

風速約１０m/s、波高約１.５ｍ、海流が北東に流れ、視界良好であった。本

事故発生時は、北西の風、風速約７m/s、波高約１.５ｍ、天気曇りであった。 

 

２.８ 復原性についての情報 

(1) 復原性基準 

本船には、建造時の船舶復原性規則（昭和３１年１２月２８日運輸省令第 

７６号）（以下「旧規則」という。）が適用され、復原性基準は次のとおりで

あった。 

① ＧＭ（横メタセンタ高さ）＊11が全ての使用状態において次の算式で算定

した値以上でなければならない。 

（Ｂ－７）/１２＋０.４≧０.４ （ｍ）（Ｂは船幅） 

② 本船の限界傾斜角における復原てこ＊12が漁具等の操作により生じる傾斜

                         
＊11

 「ＧＭ（横メタセンタ高さ）」とは、船体重心Ｇと船舶が横傾斜したときの浮力中心を通る浮力

作用線と船体中心線との交点である横メタセンタＭとの距離をいう。 
＊12

 「復原てこ」とは、横傾斜を元に戻そうとする偶力モーメントのてこの長さをいう。 
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偶力てこ＊13以上でなければならない。 

(2) 建造時の復原性 

  本船の復原性報告書によれば、建造時の復原性は、次のとおりであった。 

 出港状態 漁場着状態 漁場発状態 帰港状態 

Ｇ０Ｍ＊14 （ｍ） ０.９８ ０.９１ １.３８ １.３７ 

ＧＭ基準（ｍ） ０.４７以上 

復原てこ（ｍ）  ０.１１９ ０.１６２  

傾斜偶力てこ（ｍ）  ０.０１８ ０.０１８  

（注）ＧＭ基準とは、旧規則により要求されるＧＭの値をいう。 

 

本件造船会社は、軽荷状態＊15の基線上重心高さ（ＫＧ）を求める際、第１

燃料タンクの断面二次モーメント（Ｉ）×液体比重（ρ）の数値を間違えて

いたので、ＫＧが低く求められ、Ｇ０Ｍが実際より大きくなっていた。 

 

本件造船会社が修正計算した値は、以下のとおりであった。 

 出港状態 漁場着状態 漁場発状態 帰港状態 

Ｇ０Ｍ（ｍ） ０.７８ ０.７２ ０.８０ ０.７８ 

ＧＭ基準（ｍ） ０.４７以上 

復原てこ（ｍ）  ０.０９０ ０.０９１  

傾斜偶力てこ（ｍ）  ０.０１８ ０.０１８  

上記の値は、2.6.6(1)に記載した状態を基に求められたもので、作業甲板上

への氷の積載や魚倉のハーフタンク影響については、考慮していなかった。 

  

２.９ 本事故発生前の船舶の状況及び船長等の対応 

(1) Ｂ社の担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

 本船が平成２０年１０月下旬に中浦において接岸中、第１及び第２魚倉を

海水で満載（第１魚倉約４３ｔ、第２魚倉約５０ｔ）とし、第３及び第４魚

倉を空、燃料及び清水を少量の状態として第１魚倉の差し板用アングル材を

溶接するため、第１魚倉から約１１ｔ排水したとき、工事箇所が第１魚倉で

はなく、第２魚倉であることが分かり、第２魚倉から約半量の２５ｔを排水

                         
＊13

 「傾斜偶力てこ」とは、船体を横傾斜させる外力を排水量で除した値をいう。 
＊14

 「Ｇ０Ｍ」とは、自由水の影響を考慮した横メタセンタ高さをいう。 
＊15

 「軽荷状態」とは、法定備品、係船ロープ類、常備備品以外の船体に固定されない備品、人、燃

料及び清水、食料、貨物等を積載しない船舶の状態をいい、その重量を軽荷重量（船殻、艤装品及

び備品の合計重量）という。 
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したところ、左舷側に傾斜するようになったので排水を止め、陸上クレーン

で本船の左舷ビットにワイヤを掛けて左舷側を引き上げて傾斜を抑え、元の

魚倉の状態に戻すため、第１及び第２魚倉を満水にしてワイヤを外したとこ

ろ中立に戻ったことがあった。 

 Ｂ社の担当者は、魚倉の水を中途半端にすると傾斜するものと判断し、立

ち会った船長を含む乗組員にハーフタンクのときには注意するよう指示した

が、Ａ社には報告しなかった。 

 (2) Ａ社の責任者の口述によれば、次のとおりであった。 

平成２０年１２月２４日、本船は全魚倉に海水を満載にしたところ、乾舷 

標の上付近まで沈下したので、以後、第１魚倉を使用しないことにした。 

本船の復原性については、本件造船会社を信用していたので任せていた。 

乗組員からは、復原性について特に意見はなかったので、悪いとは思ってい

なかった。 

乗組員に対して甲板上の漁網や移動物の固定については指導していたが、甲

板上への氷の積載や自由水の影響については指導していなかった。 

 (3) 本船の船長及び一等航海士の口述によれば、次のとおりであった。 

 本船は、船体が小さい割にゆっくりした周期で横揺れし、戻りが遅いと感

じていたが、Ａ社に報告する等の措置を行っていなかった。 

 本船は、船橋が３５０トン運搬船より大きく、その上に見張り台やレー 

ダーマストがあるので、見るからにトップヘビー状態だった。船長及び一等

航海士は、船団内の大型船と比べて安定性が悪いと感じていた。 

 本船は、航行中、受風側と反対側に傾斜したままのことがあり、船体前部

の揚貨装置を撤去した後、わずかに横揺れ周期が短くなり、風圧による傾斜

も少なくなった。 

 本船は、出港時、ブームを収める位置を調整する方法によって船体を水平

にすることがあり、本事故発生の前日、浜田港でこの方法によって傾斜を調

整した。 

 (4) 機関長の口述によれば、本船は、浮子網を右舷に固縛すると右傾斜が約３度

に増加した。 

 (5) 本件造船会社の担当者の口述によれば、本船の見張り台は、鉄パイプとキャ

ンバスでできており、重量は１００～２００kg であった。 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況に関する解析 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 転覆に至る経過 

本船は、浜田港西北西方沖の漁場でまき網漁業を操業中、左舷側に裏こぎ

を行う１号の引き索をとり、また、Ａ船と右舷を対して平行に接近して右舷

側に漁網及びＡ船との係船索をとり、Ａ船との間にある漁網の中の漁獲物を

右舷側に振り出したデリックブームを使用して積み込んでいたところ、右舷

側に大傾斜が発生し、復原しなくなった。 

本船は、積込みを止め、係船索及び漁網を離したが船首側の漁網は離れた

ものの、船尾側の漁網は離れず、傾斜が増大し、大傾斜以降に海水が上甲板

上に流入して第３魚倉等にも入った。 

本船は、第３魚倉の排水を行ったが、補機が停止して排水できなくなり、

傾斜の増加が続き、乗組員が退船してＢ船を経てＡ船に移乗したのち、船尾

側の漁網が離れ、船体が水平になった頃、１号の引き索を切ったところ左舷

側に傾斜して０６時１９分ごろ転覆し、０７時２５分ごろ沈没した。 

(2) 沈没に至る経過 

    本船は、転覆後、船底を見せた状態で漂流を続けていたが、平成２１年 

１１月２１日０７時２５分ごろ沈没した。 

 

3.1.2 事故発生の日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２１年１１月２１日、０６時１９分ごろ

で、発生場所は、高島灯台から３２５°９.９Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3  転覆及び沈没の状況 

２.１から、転覆及び沈没の状況は、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 転覆の状況 

本船は、左舷側に裏こぎを行う１号の引き索を、右舷側に漁網及びＡ船と

の係船索をとり、Ａ船との間にある漁網の中の漁獲物を右舷側に振り出した

デリックブームを使用して積み込んでいたところ、復原力が不足する状態と

なっていたことから、右舷側に大傾斜が発生して復原しなくなり、積込みを

やめ、係船索及び漁網を離したが船首側の漁網は離れたものの、船尾側の漁

網が離れず、大傾斜以降に海水が上甲板上に流入して第３魚倉等へ入り、復
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原力が減少して更に傾斜が増大し、乗組員が退船したのち、船尾側の漁網が

離れ、船体が水平になった頃、１号の引き索を切ったところ左舷側に傾斜し

て転覆した。 

(2) 沈没の状況 

本船は、左舷側に傾斜して転覆し、船底を見せた状態で漂流を続けていた

が、転覆から約１時間後、ほぼ平行に沈没した。 

 

３.２ 事故発生の要因に関する解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

 ２.４から、本船の船長及びＡ船の漁労長は、適法かつ有効な免許を有し、健康

であったと考えられる。 

 

 3.2.2 船舶の状況に関する解析 

(1) ２.１及び 2.6.6(2)から、本船は、いつも行っている漁獲物の積込み準備

として本事故当時、第３魚倉に入っていた氷約３０ｔのうち、約３ｔをボン

バー室に、約２２ｔを作業甲板上に移し、第２魚倉の冷海水約４８ｔのうち

約８ｔを第３魚倉に移送したものと考えられる。 

   また、本事故発生当時、漁獲物約２ｔを第３魚倉に積載したものと考えら

れる。したがって、第３魚倉の氷等の重量は、約１５ｔであったものと考え

られる。このため、本船は、一部の魚倉がハーフタンク状態になったものと

考えられ、これにより、後記、3.2.3 のとおり、本船は、操業中に復原力が

不足する状態になっていたものと考えられる。 

(2) ２.１及び 2.6.7 から、次のとおりであった。 

本船は、本事故発生時、第２魚倉口蓋 、第３魚倉口蓋、甲板長倉庫入口

風雨密扉、居住区入口風雨密扉、コンパニオン入口風雨密扉及び煙突ケーシ

ング左舷扉が開放されていたものと考えられ、これらの開放箇所から浸水が

進んだ状態で転覆した可能性があると考えられる。 

転覆後、開放箇所と通風装置からの浸水が進んだ可能性があると考えられ

る。 

(3) 2.6.5 から、本事故当時、機器類に不具合はなかったものと考えられる。 

(4) 2.6.6 及び復原性報告書から、大傾斜発生時及び三陸沖操業時の積載状態

は付図２、付図４のとおりであったものと考えられる。 

(5) 2.6.6 から、本船は、三陸沖及び山陰沖でまき網漁業を操業していたが、

三陸沖及び大傾斜発生時の乾舷を求めると次のとおりであったものと考えら

れる。 
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 三陸沖操業時 大傾斜発生時 

乾舷   (ｍ) ０.４３ ０.６６ 

乾舷（満喫規則）（ｍ） ０.４４ 

     2.6.8 及び 3.2.2(4)から、本船の乾舷は、操業中、海水乾舷付近にあった

ものと考えられる。 

(6) 2.6.6 から、本船の三陸沖操業時及び大傾斜発生時の限界傾斜角を求める

と次のとおりであったものと考えられる。 

 三陸沖操業時 大傾斜発生時 

限界傾斜角  (°) ６.３ ９.６ 

2.6.9 及び 3.2.2(5)から、本船は、山陰沖での操業中、横傾斜角１０°以

下で上甲板への海水の流入が始まっていたものと考えられる。 

(7) ２.１から、本船は、大傾斜発生時以降に傾斜が増加した際、船首楼後端

から船尾楼前端までの間において、右舷側のブルワーク上端まで海水が甲板

上に流入していたものと考えられ、海水流入によって復原力が減少したもの

と考えられる。 

(8) 2.6.11、3.2.2(4)及び 3.2.2(5)から、本船は、Ａ社の希望のトン数、魚

倉容積及び速力に対応できる構造とされたことから、操業中の乾舷が海水乾

舷付近となり、漁獲物の積込み等による横傾斜によって上甲板上に海水が流

入しやすい状態であったものと考えられる。 

(9) ２.１から、本船は、船尾側の漁網が離れ、船体が水平に戻り、１号の引

き索を切ったところ、左舷側に傾斜したものと考えられる。 

（付図２ 大傾斜発生時の復原性計算書、付図４ 三陸沖操業時の復原性計算書、

付図７ 大傾斜発生時の復原てこ等計算書、付図９ 三陸沖操業時の復原てこ等

計算書 参照） 

 

3.2.3 復原性の状況に関する解析 

(1) 2.6.4 及び 2.6.6(2)から、本船の大傾斜発生時の復原性を求めると次のと

おりであり、本船は、適用される旧規則に適合しておらず、復原力が不足す

る状態であったものと考えられる。 

 大傾斜発生時 

Ｇ０Ｍ（ｍ） ０.２９ 

ＧＭ基準（ｍ） ０.４７以上 

復原てこ（ｍ） ０.０４７ 

傾斜偶力てこ（ｍ） ０.０１９ 
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(2) 2.6.4 及び 2.6.6 から、復原性報告書の漁場着状態を大傾斜発生時の甲板

上に氷を積載した状態として修正すると次のとおりであったものと考えられ

る。 

 

 漁場着状態 

Ｇ０Ｍ（ｍ） ０.２７ 

ＧＭ基準（ｍ） ０.４７以上 

復原てこ（ｍ） ０.０４１ 

傾斜偶力てこ（ｍ） ０.０１９ 

以上から、本船は、建造時に大傾斜発生時の積載の状態を想定した復原性

の計算をしていたとすれば、復原てこについては、旧規則に適合しているも

のの、Ｇ０Ｍについては旧規則に適合しておらず、復原力が不足している状

態であったものと考えられる。 

(3) 2.6.6(5)及び２.９(2)から、Ａ社は、復原性報告書を作成する際、本船の

操業状態について本件造船会社の担当者と情報交換を行っておらず、本件造

船会社の担当者は、作業甲板上への氷の積載の事実を知らなかったことから、

作業甲板上への氷の積載を考慮して復原性報告書を作成していなかったもの

と考えられる。このため、本船が操業中に復原力が不足する状態が生じるこ

とにＡ社や船長等は、気付いていなかったものと考えられる。 

 (4) ２.８(2)から、本件造船会社は、復原性の計算に間違いがあり、軽荷状態

での重心位置が実際より低くなっていたが、このことに気付かなかったもの

と考えられる。 

 (5) ２.９から、本船の船長及びＢ社の担当者は、本船が不安定な状態である

ことを認識していたが、Ａ社に報告しておらず、Ａ社や船長は、具体的な調

査や積載状態の変更、船体の改造などの復原性を向上させる措置を講じてい

なかったことから、本船は操業中に復原力が不足する状態になっていたもの

と考えられる。 

（付図２ 大傾斜発生時の復原性計算書、付図３ 想定した漁場着状態の復原性計

算書、付図５ 大傾斜発生時のＧＺ曲線、付図６ 想定した漁場着状態のＧＺ曲

線、付図７ 大傾斜発生時の復原てこ等計算書、付図８ 想定した漁場着状態の

復原てこ等計算書 参照） 

 

 3.2.4 気象及び海象の状況 

 ２.７から、大傾斜発生時及び本事故発生時の気象及び海象は次のとおりであっ

たものと考えられる。 
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(1) 大傾斜発生時 

     風向 北西、風速 約１０m/s 

      波高 約１.５ｍ 

      視界 良好 

(2) 本事故発生時 

     風向 北西、風速 約７m/s 

波高 約１.５ｍ 

天気 曇り 

 

３.３ 事故発生に関する解析 

２.１、2.6.6～2.6.8、２.８、２.９、３.１、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおり

であった。 

(1) 本船は、浜田港西北西方沖の漁場でまき網漁業を操業中、左舷側に裏こぎを

行う１号の引き索をとり、また、Ａ船と右舷を対して平行に接近して右舷側に

漁網及びＡ船との係船索をとり、Ａ船との間にある漁網の中の漁獲物を右舷側

に振り出したデリックブームを使用して積み込んでいたところ、復原力が不足

する状態となっていたことから、右舷側に大傾斜が発生し、復原しなくなった

ものと考えられる。 

(2) 本船は、積込みをやめ、係船索及び漁網を離したが、船首側の漁網は離れた

ものの、船尾側の漁網は離れず、傾斜が増大し、大傾斜以降に海水が上甲板上

に流入して第３魚倉等にも入り、復原力が減少して更に傾斜が増大したものと

考えられる。 

(3) 本船は、第３魚倉の排水を行ったが、補機が停止して排水できなくなり、傾

斜の増加が続き、乗組員が退船して３号を経てＡ船に移乗したのち、船尾側の

漁網が離れ、船体が水平になった頃、１号の引き索を切ったところ、左舷側に

傾斜して転覆し、沈没したものと考えられる。 

(4) Ａ社は、操業中、魚倉の氷を作業甲板等に移すとともに魚倉の冷海水を他の

魚倉に移送して魚倉がハーフタンク状態であったことから、復原力が不足する

状態になっていたものと考えられる。 

(5) Ａ社は、上記(4)の氷等の積載場所の変更について、復原性報告書作成時に

本件造船会社と情報交換を行っておらず、本件造船会社はこのことを想定せず

に復原性報告書を作成したものと考えられる。このため、Ａ社や船長等は、本

船が操業中に復原力が不足する状態が生じることに気付いていなかったものと

考えられる。 

(6) 船長等は、本船が不安定な状態であることを認識していたが、Ａ社に報告し
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ておらず、Ａ社等は具体的な調査や積載状態の変更、船体の改造などの復原性

を向上させる措置を講じていなかったことから、本船は、操業中に復原力が不

足する状態が改善されなかったものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、夜間、本船が、浜田港西北西方沖の漁場でまき網漁業を操業中、Ａ船と

右舷を対して平行に接近して左舷側に裏こぎを行う１号の引き索を、右舷側に漁網及

びＡ船との係船索をとり、Ａ船との間にある漁網の中の漁獲物を右舷側に振り出した

デリックブームを使用して積み込んでいたところ、復原力が不足する状態となってい

たため、大傾斜して復原しなくなり、積込みをやめ、係船索及び船首側の漁網を離し

たが、船尾側の漁網が離れず、海水が上甲板等に流入して復原力が減少して更に傾斜

が増大し、右舷船尾側の漁網が離れたのち船体が水平になった頃、１号の引き索を 

切ったところ、左舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 

本船が、復原力が不足する状態となっていたのは、操業中に魚倉の氷を作業甲板等

に移すとともに魚倉の冷海水を他の魚倉に移送して魚倉がハーフタンク状態であった

こと、及び船長等が、本船が不安定な状態にあることを認識していたが、Ａ社に報告

しておらず、Ａ社等は具体的な調査や積載状態の変更、船体の改造などの復原性を向

上させる措置を講じていなかったことによるものと考えられる。 
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付図２ 大傾斜発生時の復原性計算書 
 
  容積 W mid-G W×mid-G KG W×KG I×ρ 

  （ｍ３） （ｔ） （ｍ） （ｔ-ｍ） （ｍ） （ｔ-ｍ）   

軽荷状態  397.25 3.73 1,482.54 3.52 1,399.80 0.00 

乗組員及び所持品  1.50 15.80 23.70 4.98 7.47 0.00 

食料品  0.20 16.45 3.29 4.95 0.99 0.00 

倉庫品  2.50 1.40 3.50 5.00 12.50 0.00 

漁具  3.00 23.70 71.10 5.20 15.60 0.00 

飲料水タンク(P) 10.81 7.00 21.68 151.76 3.88 27.16 10.70 

飲料水タンク(S) 10.81 7.00 21.68 151.76 3.88 27.16 10.70 

船首タンク 10.57 10.00 -18.06 -180.60 2.50 25.00 0.00 

清水タンク(P) 2.19 2.00 19.90 39.80 3.71 7.42 0.00 

清水タンク（S） 2.19 1.50 19.90 29.85 3.71 5.57 2.20 

第１燃料タンク 13.70 11.78 -13.55 -159.62 0.97 11.43 0.00 

第２燃料タンク(P) 4.25 3.66 6.35 23.24 0.76 2.78 0.00 

第２燃料タンク(S) 4.29 0.86 8.86 7.62 0.82 0.71 1.72 

第２燃料タンク(C) 5.55 4.77 7.47 35.63 0.57 2.72 0.00 

第３燃料タンク(P) 19.24 11.00 17.28 190.08 3.49 38.39 11.44 

第３燃料タンク(S) 19.24 11.00 17.28 190.08 3.49 38.39 11.44 

L.O.T 4.29 3.00 8.86 26.58 0.82 2.46 1.74 

LO.S.T 2.31 2.00 14.32 28.64 3.29 6.58 0.00 

HYD(S) 4.25 3.00 6.35 19.05 0.76 2.28 2.00 

小出油  2.87 11.64 33.41 3.91 11.22 0.00 

ボンバー室  3.00 -10.00 -30.00 3.40 10.20 0.00 

第１魚倉 44.55 0.00 -6.74 0.00 2.09 0.00 0.00 

第２魚倉 51.51 40.00 -3.59 -143.60 1.95 78.00 101.92 

第３魚倉 63.25 15.00 -0.12 -1.80 0.86 12.90 119.47 

第４魚倉 60.47 40.00 3.47 138.80 0.69 27.60 0.00 

作業甲板  20.00 -5.00 -100.00 5.00 100.00 0.00 

作業甲板  2.00 3.50 7.00 5.00 10.00 0.00 

合計  605.89 3.37 2,041.81 3.11 1,884.32 273.33 

W ：重量、mid-G ：船体中央から重心までの水平距離、KG ：基線上重心高さ、Ｉ：断面二次モーメント 

ρ：比重 

相当喫水 3.98 ＫＭ 3.81 喫水 

mid-Ｇ 3.37 ＫＧ 3.11 船首 2.94 

mid-Ｂ 2.2 ＧＭ 0.70 船尾 4.84 

ＢＧ 1.17 ＧＧ０ 0.45 平均 3.89 

ＭＴＣ 7.88 Ｇ０Ｍ 0.25 トリム 1.9 

ＬＰＰ 40.33 

mid-Ｆ 3.92 

ＴＰＣ 2.81 
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付図３ 想定した漁場着状態の復原性計算書 
 
  容積 W mid-G W×mid-G KG W×KG I×ρ 

  （ｍ３） （ｔ） （ｍ） （ｔ-ｍ） （ｍ） （ｔ-ｍ）   

軽荷状態   400.61 3.64 1,458.22 3.54 1,418.16 0.00 

乗組員及び所持品   1.50 15.80 23.70 4.98 7.47 0.00 

食料品   0.20 16.45 3.29 4.95 0.99 0.00 

倉庫品   2.50 1.40 3.50 5.00 12.50 0.00 

漁具   3.00 23.70 71.10 5.20 15.60 0.00 

飲料水タンク(P) 10.81 7.00 21.68 151.76 3.88 27.16 10.70 

飲料水タンク(S) 10.81 7.00 21.68 151.76 3.88 27.16 10.70 

船首タンク 10.57 10.00 -18.06 -180.60 2.50 25.00 0.00 

清水タンク(P) 2.19 2.00 19.90 39.80 3.71 7.42 0.00 

清水タンク(S) 2.19 1.50 19.90 29.85 3.71 5.57 2.20 

第１燃料タンク 13.70 11.78 -13.55 -159.62 0.97 11.43 0.00 

第２燃料タンク(P) 4.25 3.66 6.35 23.24 0.76 2.78 0.00 

第２燃料タンク(S) 4.29 0.86 8.86 7.62 0.82 0.71 1.72 

第２燃料タンク(C) 5.55 4.77 7.47 35.63 0.57 2.72 0.00 

第３燃料タンク(P) 19.24 11.00 17.28 190.08 3.49 38.39 11.44 

第３燃料タンク(S) 19.24 11.00 17.28 190.08 3.49 38.39 11.44 

L.O.T 4.29 3.00 8.86 26.58 0.82 2.46 1.74 

LO.S.T 2.31 2.00 14.32 28.64 3.29 6.58 0.00 

HYD(S) 4.25 3.00 6.35 19.05 0.76 2.28 2.00 

小出油   2.87 11.64 33.41 3.91 11.22 0.00 

ボンバー室   3.00 -10.00 -30.00 3.40 10.20 0.00 

第１魚倉 44.55 0.00 -6.74 0.00 2.09 0.00 0.00 

第２魚倉 51.51 40.00 -3.59 -143.60 1.95 78.00 101.92 

第３魚倉 63.25 15.00 -0.12 -1.80 0.86 12.90 119.47 

第４魚倉 60.47 40.00 3.47 138.80 0.69 27.60 0.00 

作業甲板   20.00 -5.00 -100.00 5.00 100.00 0.00 

作業甲板   2.00 3.50 7.00 5.00 10.00 0.00 

合計   609.25 3.31 2,017.49 3.12 1,902.68 273.33 

W ：重量、mid-G ：船体中央から重心までの水平距離、KG ：基線上重心高さ、Ｉ：断面二次モーメント 

ρ：比重 

相当喫水 3.99 ＫＭ 3.81 喫水 

mid-Ｇ 3.31 ＫＧ 3.12 船首 3.03 

mid-Ｂ 2.21 ＧＭ 0.69 船尾 4.8 

ＢＧ 1.1 ＧＧ０ 0.45 平均 3.92 

ＭＴＣ 7.92 Ｇ０Ｍ 0.24 トリム 1.77 

見かけトリム 0.77 乾舷 0.66 

ＬＰＰ 40.33 

mid-Ｆ 3.93 

ＴＰＣ 2.81 
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付図４ 三陸沖操業時の復原性計算書 
 
  容積 W mid-G W×mid-G KG W×KG I×ρ 

  （ｍ３） （ｔ） （ｍ） （ｔ-ｍ） （ｍ） （ｔ-ｍ）   

軽荷状態  400.61 3.64 1,458.22 3.54 1,418.16 0.00 

乗組員及び所持品  1.50 15.80 23.70 4.98 7.47 0.00 

食料品  0.20 16.45 3.29 4.95 0.99 0.00 

倉庫品  2.50 1.40 3.50 5.00 12.50 0.00 

漁具  3.00 23.70 71.10 5.20 15.60 0.00 

飲料水タンク(P) 10.81 7.00 21.68 151.76 3.88 27.16 10.70 

飲料水タンク（S） 10.81 7.00 21.68 151.76 3.88 27.16 10.70 

船首タンク 10.57 10.00 -18.06 -180.60 2.50 25.00 0.00 

清水タンク(P) 2.19 2.00 19.90 39.80 3.71 7.42 0.00 

清水タンク(S) 2.19 1.50 19.90 29.85 3.71 5.57 2.20 

第１燃料タンク 13.70 11.78 -13.55 -159.62 0.97 11.43 0.00 

第２燃料タンク(P) 4.25 3.66 6.35 23.24 0.76 2.78 0.00 

第２燃料タンク(S) 4.29 0.86 8.86 7.62 0.82 0.71 1.72 

第２燃料タンク(C) 5.55 4.77 7.47 35.63 0.57 2.72 0.00 

第３燃料タンク(P) 19.24 11.00 17.28 190.08 3.49 38.39 11.44 

第３燃料タンク(S) 19.24 11.00 17.28 190.08 3.49 38.39 11.44 

L.O.T 4.29 3.00 8.86 26.58 0.82 2.46 1.74 

LO.S.T 2.31 2.00 14.32 28.64 3.29 6.58 0.00 

HYD(S) 4.25 3.00 6.35 19.05 0.76 2.28 2.00 

小出油  2.87 11.64 33.41 3.91 11.22 0.00 

ボンバー室  3.00 -10.00 -30.00 3.40 10.20 0.00 

第１魚倉 44.55 44.75 -6.74 -301.62 2.09 93.53 0.00 

第２魚倉 51.51 40.00 -3.59 -143.60 1.95 78.00 101.92 

第３魚倉 63.25 15.00 -0.12 -1.80 0.86 12.90 11.10 

第４魚倉 60.47 40.00 3.47 138.80 0.69 27.60 0.00 

作業甲板  20.00 -5.00 -100.00 5.00 100.00 0.00 

作業甲板  2.00 3.50 7.00 5.00 10.00 0.00 

合計  654.00 2.62 1,715.88 3.05 1,996.21 164.96 

W ：重量、mid-G ：船体中央から重心までの水平距離、KG ：基線上重心高さ、Ｉ：断面二次モーメント 

ρ：比重 

相当喫水 4.15 ＫＭ 3.83 喫水 

mid-Ｇ 2.62 ＫＧ 3.05 船首 3.51 

mid-Ｂ 2.32 ＧＭ 0.78 船尾 4.75 

ＢＧ 0.3 ＧＧ０ 0.25 平均 4.13 

ＭＴＣ 8.29 Ｇ０Ｍ 0.53 トリム 1.24 

見かけトリム 0.24 乾舷 0.45 

ＬＰＰ 40.33 

mid-Ｆ 4.05 

ＴＰＣ 2.87 
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付図５ 大傾斜発生時のＧＺ曲線 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図６ 想定した漁場着状態のＧＺ曲線 
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付図７ 大傾斜発生時の復原てこ等計算書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図８ 想定した漁場着状態の復原てこ等計算書 
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付図９ 三陸沖操業時の復原てこ等計算書 
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